
浄
化
槽
を
お
使
い
の

皆
さ
ん
へ

最
低
賃
金
が

改
正

私
立
高
等
学
校
な
ど
の

授
業
料
補
助
制
度

　
浄
化
槽
は
微
生
物
の
働
き
で
、

し
尿
や
生
活
雑
排
水（
台
所
や

洗
濯
か
ら
発
生
す
る
汚
水
）を

き
れ
い
に
し
ま
す
。
維
持
管
理

を
正
し
く
行
わ
な
い
と
機
能
が

低
下
し
、
川
や
海
な
ど
の
水
質

汚
濁
の
原
因
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。維
持
管
理
の
内
容
は「
法

定
検
査
・
保
守
点
検
・
清
掃
」

の
３
つ
で
す
。
必
ず
実
施
し
ま

し
ょ
う
。 

●
法
定
検
査
申
込
み

　
（
一
社
）愛
知
県
薬
剤
師
会
へ

☎
０
５
２（
６
８
３
）１
１
３
１

●
保
守
点
検
・
清
掃
が
可
能
な

業
者

　
愛
知
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
問
い
合
わ
せ
先
へ

問
環
境
課

　
内
線
２
８
４

　
愛
知
県
最
低
賃
金
は
、
令
和

５
年
10
月
１
日
か
ら
時
間
額

９
８
６
円
か
ら
１
０
２
７
円
に

改
正
さ
れ
ま
す
。

●
対
象

　
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す
べ

て
の
労
働
者（
常
用
・
臨
時
・

派
遣
・
パ
ー
ト
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
）

問
半
田
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
５
６
９（
２
１
）１
０
３
０

　

　
私
立
高
等
学
校
、
私
立
専
修

学
校
の
高
等
課
程
に
在
籍
す
る

生
徒
の
保
護
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
、
授
業
料
の
補
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象

　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

・
令
和
5
年
10
月
1
日
に
お
い

て
、
愛
知
県
私
立
高
等
学
校

等
授
業
料
軽
減
補
助
金（
国

の
就
学
支
援
金
を
含
む
）の

受
給
資
格
認
定
を
受
け
て
い

る
方 

・
私
立
高
等
学
校
ま
た
は
私
立

専
修
学
校
の
高
等
課
程
に
在

籍
す
る
生
徒
の
保
護
者
で
町

内
に
住
所
を
有
す
る
方

※
所
得
制
限
あ
り

●
補
助
金
額

　
年
額　
1
万
円
以
内
／
人

※
補
助
金
額
は
、
年
額
の
授
業

料
か
ら
愛
知
県
私
立
高
等
学

校
等
授
業
料
軽
減
補
助
金

（
国
の
就
学
支
援
金
を
含
む
）

の
年
額
を
差
し
引
い
た
残
額

が
対
象

●
申
込
み

　
10
月
２
日
月▢
～
31
日
火▢
に
申

請
書
と
在
学
証
明
書
を
問
い

合
わ
せ
先
へ

※
令
和
5
年
1
月
2
日
以
降
に

転
入
し
た
方
は
、
令
和
5
年

1
月
1
日
現
在
に
住
所
が

あ
っ
た
市
町
村
で
発
行
さ
れ

た
令
和
5
年
度
の
市
町
村
課

税
証
明
書
の
提
出
が
必
要

※
学
校
で
ま
と
め
て
提
出
す
る

場
合
も
あ
る
た
め
、
学
校
か

ら
の
指
示
に
従
う
こ
と

●
申
請
書
と
在
学
証
明
書（
様

式
）の
配
布

　
原
則
、
在
籍
の
私
立
高
等
学

校
ま
た
は
私
立
専
修
学
校
か
ら

配
布

※
も
ら
っ
て
い
な
い
方
は
学
校

教
育
課
で
配
布
ま
た
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

問
学
校
教
育
課　
内
線
１
７
６

緊
急
地
震
速
報
の
訓
練
放
送

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム
）を
利
用
し
て
、

緊
急
地
震
速
報
の
全
国
的
な
訓

練
放
送
を
実
施
し
ま
す
。
町
内

14
か
所
に
設
置
し
て
あ
る
屋
外

拡
声
器
の
ほ
か
、
同
報
無
線
戸

別
受
信
機
や
防
災
ラ
ジ
オ
か
ら

訓
練
放
送
が
流
れ
ま
す
。

●
と
き

　
11
月
２
日
木▢
▢

　
午
前
10
時
頃
～

●
放
送
内
容

　
「
こ
ち
ら
は
、
こ
う
ほ
う
ひ

が
し
う
ら
で
す
。
た
だ
今
か
ら

訓
練
放
送
を
行
い
ま
す
」

　
「
緊
急
地
震
速
報
チャ
イ
ム
音
」

　
「
緊
急
地
震
速
報
、
大
地
震

で
す
。
大
地
震
で
す
。
こ
れ
は
、

訓
練
放
送
で
す
」×
３
回

　
「
こ
ち
ら
は
、
こ
う
ほ
う
ひ

が
し
う
ら
で
す
。
こ
れ
で
訓
練

放
送
を
終
了
し
ま
す
」

●
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練

　
訓
練
放
送
を
聞
い
た
際
に
は
、

シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練（
し
せ
い

を
ひ
く
く
、あ
た
ま
を
ま
も
り
、

じ
っ
と
し
た
ま
ま
１
分
間
）を
実

施
し
て
み
ま
し
ょ
う
！

問
防
災
危
機
管
理
課

　
内
線
３
４
９
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発
行
し
ま
し
た
！

「
ま
な
び
の
森
ひ
が
し
う
ら
」

な
く
そ
う「
枯
草
火
災
」

～
枯
れ
る
前
に
刈
り
取
り
を
～

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
が

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　
令
和
５
年
度　
生
涯
学
習
あ

ん
な
い「
ま
な
び
の
森
ひ
が
し
う

ら（
講
座・イ
ベ
ン
ト
編 

後
期
）」

を
発
行
し
ま
し
た
。10
月
～
３
月

の
行
事
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
配
布
場
所

　
役
場
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
各

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
空
気
は

乾
燥
し
、
青
々
と
し
て
い
た
草

も
い
つ
し
か
枯
草
と
な
り
ま
す
。

枯
草
は
簡
単
に
火
が
付
き
、
燃

え
広
が
り
ま
す
。
枯
れ
る
前
に

刈
り
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
住
宅
周
辺
の

　
枯
草
に
ご
注
意
を
！

　

枯
草
火
災
に
よ
る
被
害
を
無

く
す
た
め
に
、空
地
の
所
有
者・

管
理
者
は
、建
物
に
近
接
す
る

草
を
刈
り
取
り
、適
切
な
方
法

で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。枯
草
を

刈
り
取
る
こ
と
は
、枯
草
火
災
か

ら
建
物
に
燃
え
移
る
危
険
を
防

　
山
﨑
宏
子
さ
ん
が
人
権
擁
護

委
員
と
し
て
、
10
月
１
日
付
で

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

な
ど

問
文
化
セ
ン
タ
ー

☎（
８
３
）９
５
６
７

ぎ
、建
物
火
災
に
よ
る
死
者
の
発

生
を
減
少
さ
せ
、財
産
の
損
失

を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
枯
草
繁
茂
状
況
を

　
調
査
し
ま
す

　
消
防
署
は
、
11
月
か
ら
東
浦

町
内
の
枯
草
繁
茂
地
の
調
査
を

行
い
、
火
災
予
防
上
危
険
が
あ

る
と
判
断
し
た
場
所
は
、
そ
の

土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
に
対

し
刈
り
取
り
を
依
頼
し
ま
す
。

問
半
田
消
防
署　
東
浦
支
署

☎（
８
３
）０
１
１
９

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
任
期
は
令
和
８
年
９
月
30

日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

●
人
権
擁
護
委
員

　
小
林　
久
枝
さ
ん（
藤
江
）

　
杉
浦　
義
治
さ
ん（
生
路
）

　
中
村
建
志
郎
さ
ん（
緒
川
新
田
）

　
菅
野　
純
子
さ
ん（
石
浜
）

　
小
杉　
啓
子
さ
ん（
森
岡
）

　
山
﨑　
宏
子
さ
ん（
緒
川
）

●
心
配
ご
と
相
談

　
（
毎
月
第
３
火
曜
日
）

　
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
、
人

権
侵
害
に
対
し
て
救
済
に
向
け

た
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
人

権
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
地
域
を
見
守
る
こ
と
を
任

務
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
環

と
し
て「
心
配
ご
と
相
談
」も

行
っ
て
い
ま
す
。

問
住
民
課　
内
線
３
５
１

10
月
11
日
～
20
日
は

秋
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動

　
町
内
で
役
場
職
員
や
警
察
署

員
を
か
た
っ
た
不
審
な
電
話
が

多
発
し
て
い
ま
す
。
不
審
な
電

話
は
一
旦
切
り
、
役
場
や
警
察

署
に
事
実
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

・
電
話
の
相
手
が「
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
」「
暗
証
番
号
」

と
話
し
た
ら
、
す
ぐ
に
電
話

を
切
り
、
警
察
署
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

・
相
手
か
ら
何
を
言
わ
れ
て
も

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
渡
し

た
り
、
封
筒
に
入
れ
た
り
し

な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

暗
証
番
号
を
他
人
に
教
え
た

り
、
紙
に
書
い
た
り
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
言
葉
巧
み
な
犯
人
と
会
話
を

し
な
い
で
す
む
よ
う
に
、
在

宅
時
で
も
常
に
留
守
番
電
話

設
定
に
し
た
り
、
被
害
防
止

機
能
付
き
電
話
機（
※
）な
ど

の
被
害
防
止
機
器
を
活
用
し

た
り
し
ま
し
ょ
う
。

※
被
害
防
止
機
能
付
き
電
話
機

の
特
徴

①
電
話
を
か
け
て
き
た
相
手

に
通
話
を
録
音
す
る
旨
の

ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
る

②
着
信
の
際
に「
迷
惑
電
話

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」

な
ど
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流

れ
る

③
通
話
内
容
を
自
動
で
録
音

す
る

問
住
民
自
治
課　
内
線
２
９
５
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ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
リ
ア
ル　

パ
ネ
ル
展
を
開
催

　
「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

リ
ア
ル
」と
は
、ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
実
際
の
姿
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
に
、
当
事
者
た
ち

の
手
で
製
作
さ
れ
た
啓
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

●
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
っ
て
？

　
出
生
時
に
わ
り
あ
て
ら
れ
た

性
別
と
は
異
な
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

（
自
分
は
ど
の
よ
う
な
性
別
で

あ
る
・
な
い
と
い
う
、
連
続
し

た
意
識
の
あ
り
よ
う
）を
持
つ

方
を
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
い
い
ま
す
。

●
と
き
・
と
こ
ろ

・
10
月
２
日
月▢
～
13
日
金▢

　
役
場
１
階　
ロ
ビ
ー

・
中
央
図
書
館

　
10
月
17
日
火▢
～
29
日
日▢

問
住
民
自
治
課　
内
線
２
９
５

10
月
23
日
～
29
日
は

精
神
保
健
福
祉
普
及
運
動

「
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
社
会
の
創
造
」

　

地
域
社
会
に
お
け
る
精
神

保
健
・
精
神
障
が
い
者
の
福
祉

に
関
す
る
理
解
を
深
め
、精
神

障
が
い
者
の
福
祉
の
増
進
と

国
民
の
精
神
保
健
の
向
上
を

図
り
ま
す
。

●
精
神
障
が
い
と
は

　
精
神
の「
病
気
」と
、
そ
れ
に

伴
う「
生
活
上
の
障
が
い
」が
あ

り
ま
す
。
統
合
失
調
症
、
う
つ

病
、
依
存
症
、
パ
ニ
ッ
ク
障
害
、

認
知
症
な
ど
症
状
も
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、
外
か
ら
は
見
え
な
い

た
め
、
理
解
さ
れ
に
く
い
病
気

で
す
。

●
精
神
疾
患
は

　
誰
で
も
か
か
る
病
気
で
す

　
ス
ト
レ
ス
の
多
い
現
代
社
会

で
は
、
精
神
疾
患
に
か
か
る
人

は
増
え
て
い
ま
す
。
精
神
疾
患

は
体
の
病
気
と
同
じ
よ
う
に
誰

で
も
か
か
り
う
る
病
気
で
す
が
、

多
く
の
人
は「
自
分
と
は
無
縁

だ
」と
考
え
て
い
る
の
が
実
情

で
す
。

●
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
共
生
社
会
」を
築
こ
う

　
精
神
障
が
い
者
は
、
思
い
が

け
ず
精
神
疾
患
に
か
か
り
、
そ

の
症
状
の
た
め
に
生
活
の
し
づ

ら
さ
な
ど
の
障
が
い
を
持
っ
た

方
で
、
豊
か
な
個
性
を
持
っ
て

い
ま
す
。
精
神
障
が
い
者
に
対

す
る
誤
っ
た
認
識
や
偏
見
の
た

め
に
、
周
囲
の
人
々
が
拒
否
的

な
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

病
状
が
悪
化
し
た
り
、
受
診
が

遅
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
場
合

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神

疾
患
に
か
か
っ
て
も
、
地
域
で

受
け
入
れ
ら
れ
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る「
共
生
社
会
」が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

●
心
の
健
康
づ
く
り
に

　
取
り
組
も
う
！

　
心
の
病
気
は
誰
で
も
か
か
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
健
や
か

な
心
を
支
え
る
た
め
に
は
、
心

の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
の
生

活
や
、
心
の
病
気
へ
の
対
応
を

多
く
の
人
が
理
解
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
１

人
ひ
と
り
が
心
の
健
康
や
精
神

保
健
福
祉
に
つ
い
て
関
心
を
持

ち
、
心
の
健
康
づ
く
り
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

問
障
が
い
支
援
課

　
内
線
１
６
２

農
地
を
貸
し
た
い
方
へ

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
よ
う
！

●
農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
？

　

公
的
機
関
の「
農
地
中
間
管

理
機
構
」が
農
地
の
貸
し
借
り

を
仲
介
す
る
事
業
で
す
。

●
農
地
中
間
管
理
事
業
を
利
用

す
る
メ
リ
ッ
ト

・
公
的
機
関
が
仲
介
す
る
の
で

安
心

・
契
約
期
間
終
了
後
、
土
地
は

貸
し
手
に
返
還　
　
　
　
　

・
条
件
を
満
た
せ
ば
協
力
金
を

交
付

問
役
場
農
業
振
興
課

　
内
線
３
４
４

問
JA
あ
い
ち
知
多

　
東
部
総
合
営
農
セ
ン
タ
ー　

☎（
８
３
）９
８
８
１

農地を
相続したが、
農業しない。

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理機構

受け手

貸付

転貸

貸し手

高齢で
農作業が
できない。
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